
埼玉県危険物事故防止連絡会

１ イエローカードとは

危険物等の化学物品の運搬・移送中の事故に迅速に対応するため、化学物品の性

状、応急措置の方法、緊急連絡先等を記載した措置・連絡用資料のことをイエロー

カードと呼んでいます。

２ イエローカードの携行について

危険物等の化学物品の運搬・移送中の事故は、交通の混乱など社会に及ぼす影響

が大きいため、迅速な対応が求められます。

化学物品が多様化する中で、その性状や応急措置の方法等を記載したイエローカ

ードの携行は、運転者等の適切な初期対応や消防機関等に対する適切な情報提供を

行う上で大変重要です。

３ イエローカード携行時の留意点

① 運搬・移送する化学物品をイエローカードで確認するとともに、イエローカー

ドを常時携行する。

② 運搬・移送する化学物品以外のイエローカードは、携行しない。

③ 携行しているイエローカードは、運転席から見やすい場所に置く。

④ 事故発生時は、緊急通報欄を参照して消防機関等へ通報するとともに、応急の

措置を講じる。

⑤ 現場に到着した消防機関等の職員に、速やかにイエローカード及び必要な情報

を提供する。

イエローカードの記載例（（社）日本化学工業協会作成）
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３７ イエローカードの携行


